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第１章

マハティール政権「イスラーム先進国・
マレーシア」をめざした２２年

――その内容と枠組み――

鳥 居　高

はじめに――本章の役割と構成――

　本章は本書の総論として，マハティール・モハマド（�������������	�
）

政権期を概観し，そのうえで本書が試みる主張「マハティール政権：イスラー

ム先進国・マレーシアの確立を目指した２２年」の具体的な内容について，各

章を位置づけながら，説明することを目的としている。このために政権全体

の鳥瞰図，「イスラーム先進国・マレーシア」の５つの要素の説明，開発政策

実行のメカニズムという３つの内容から構成されている。

　まず，第１節では２２年あまりという長期にわたるマハティール政権につい

て，政治・経済のそれぞれから見た鳥瞰図を提示する。同政権期の特徴と意

味について，あらかじめ整理しておきたいと考えるからである。なお「序論」

でも述べたとおり，本書のアプローチは，マハティール政権の「成果や結果」

に対する「因果関係アプローチ」を取るものではない。したがって，第１節

の役割はあくまでもマハティール政権期の特徴を整理することにとどめる。

　第２の内容は，本書の副題「『イスラーム先進国』をめざした２２年」につい

て，それを構成すると考えている５つの要素について説明する。５つの要素

を説明するにあたって，その前提ともいうべきマハティールという政治家の



キャリアと個性について第２節で扱う。マハティールという政治家をどのよ

うに捉えているかを示すことが目的である。

　それらを踏まえて，第３節で５つの要素について説明する。本書の副題は

本研究会の諸研究の成果と議論を通して，「マハティール政権が目指したも

の」と考えたものを表現した言葉である。そこで５つの要素について，�マ

ハティール政権が目指したもの，�その背景や理由（政治，経済，社会的背景），

�また目標を達成するために取られた具体的な政策・動きの３点についてそ

れぞれ説明していくことにする。説明にあたって，第２章以下で扱われてい

る各論文の位置づけを行っていくことにする。この作業を通じて，本書が試

みた「マハティール政権の政治経済体制の全体像」を示すこととしたい。

　第４節では，マハティール政権の開発政策実行のメカニズムを示すことに

する。この節では，本書第２章以下で論じられる個々の政策の実行メカニズ

ムではなく，１９９０年代以降の「開発計画」や「開発政策」をどのように実行

していったのか，その実行メカニズムの大きな枠組みを見ることにする。と

くに，新経済政策（���������	
�����
������）前半期（１９７１年から１９８１年まで）

に「肥大化した」国家の役割をマハティール政権が「選択的に，縮小し」，そ

の結果，民間主導の経済成長を達成するための政府の役割と仕組みをどのよ

うに構築したかを示す。

第１節　マハティール政権期概観――２２年間に何がマレーシア

に起きたのか？――

　１．マレーシア政治の安定とマレー政治の不安定

　マハティール政権期のナショナル・レベルでの政治を概観するにあたって，

先ず政権期に実施された５回の総選挙結果を見ておこう。個々の選挙結果は，

さまざまな要因によって影響を受けることはいうまでもない。中・長期的な

��



社会構造の変化など構造的な要因から，選挙実施までの経済パフォーマンス

や諸政策の実施，さらには選挙期間中の事件・動向や政治家の発言などきわ

めて短期的な要因もある。したがって，個々の選挙結果が構造的な変化によ

るものなのか，短期的な投票行動なのか見極めることは困難である。しかし，

マレーシアのように世論調査が行われない国においては，選挙結果は有権者

の政権に対する「政治的意思」を推しはかる有用なデータである。

　マハティール政権期には１９８２年の総選挙に始まり，１９８６，１９９０，１９９５，１９９９

年の５回にわたり総選挙が実施された（１）。表１に示したとおり，マハティー

ル率いる国民戦線（������������	��
��������	��
���	�）はすべての総選挙に

おいて，連邦憲法の改正に必要な３分の２以上の議席を獲得しており，この

点からいえば政治的安定をきわめて強く維持してきた印象を受ける。

　しかし，下院および州議会選挙区は「単純小選挙区制度」によって実施さ

れていることから死票が発生する。そこで得票数や得票率での検討が必要で

あろう（２）。政権期に実施された５回の総選挙の得票率を見ると，獲得議席数

との間に大きな乖離が生じ，またきわだった特徴を示しているといえよう。

　表１は総選挙のうち下院の総選挙結果を示したものである。この表からわ

かるように，��が「地滑り的勝利」を収めた１９９５年の総選挙では確かに，得

票率においても有効得票数の約６６％にあたる得票を獲得し，野党勢力との得

票率の差は，独立以降の総選挙のなかでもっとも開いた３１％となっている。

しかしながら，残り４回の��の得票率を見ると，マハティール政権発足後最

初に実施された１９８２年総選挙の６１％を最高水準にして，５５％前後しかないこ

とがわかる。なかでも獲得議席率が低かった１９９０年と１９９９年の総選挙を見る

と，��と野党勢力との得票率の差はそれぞれ，わずか８％，１４％しかないこ

とがわかる。

　そこで各総選挙の得票率の州別内訳を見ると，マハティール政権期にきわ

めて大きな変化が生じていることを読み取ることができる。

　まず，１９８２年と１９８６年の総選挙結果を見ると，��と野党勢力の得票率が

「逆転」しているのは連邦直轄領クアラルンプール（１９８２年および１９８６年）と
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ペナン州（１９８６年）しかない（３）。しかも，その中身を見ると，華人が選挙区

民の過半数以上を占める選挙区（いわゆる華人区）であるという共通の特徴を

もつ。この傾向は１９７４年の��の成立以降見られる同じ傾向である（４）。

　他方，１９９０年の総選挙では様相を異にしている。与野党の得票率の逆転が

起きているのは１９８０年代の総選挙に引き続きクアラルンプールである。しか

し，この選挙では北部のクランタン州とサバ州でも逆転現象が起きた。両州

での与野党の得票率の差はそれぞれ３４％，６７％と大きなものになっている。

さらに１９９０年総選挙を境にして，１９９０年代にはいると１９８０年代の総選挙とは

異なった傾向を見ることができる。１９９５年と１９９９年の表を見てわかるように，

��

1982年総選挙 1986年総選挙

表１　マハティール政権期の総選挙における

プルリス州

クダ州

クランタン州

トレンガヌ州

ペナン州

ペラ州

パハン州

スランゴール州

クアラルンプール

ヌグリスンビラン州

マラッカ州

ジョホール州

サバ州

サラワク州

ラブアン島

総計

獲得議席数

与党得票

率（％）

67.8

61.2

53.5

57.4

56.2

61.2

60.4

63.6

49.8

67.3

66.4

73.7

61.3

57.1

－

61.1

132

有効

得票数

58,575

406,268

331,207

186,148

344,345

607,789

233,297

454,341

285,125

195,345

162,970

424,075

191,320

266,205

－

4,147,010

154

野党得票

率（％）

32.2

38.8

46.5

42.6

43.8

38.8

39.6

36.4

50.2

32.7

33.6

26.3

38.7

42.9

－

38.9

22

野党得票

率（％）

33.5

39.8

45.9

39.8

50.6

44.6

38.1

37.0

59.3

35.6

40.9

34.3

49.6

44.8

69.8

42.7

29

与党得票

率（％）

66.5

60.2

54.1

60.2

49.4

55.4

61.9

63.0

40.7

64.4

59.1

65.7

50.4

55.2

30.2

57.3

148

有効

得票数

61,107

426,424

346,346

209,154

371,613

631,991

273,041

513,469

306,809

210,365

174,983

525,317

205,085

363,075

7488

4,626,267

177

（注）（1）得票率は与野党有効得票数をそれぞれ有効得票総数で除したもの。

　　（2）ラブアン島は1984年に連邦直轄領となり，以降独立した選挙区が設けられた。

（出所）Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia［1983，1988，1992，1997，2001］および新聞報道より   



従来��が野党勢力よりも得票率が低かったクアラルンプール地区において

��が野党を上回る，という逆転現象が起きる一方で，１９９０年総選挙に引き続

きクランタン，さらにはトレンガヌ両州では逆に野党勢力が��の得票率を大

幅に上回っていることがわかる。

　これらの選挙結果を理解するためには，マレーシアの政党政治と選挙区制

度に関する説明が必要であろう（５）。��を構成する主要政党は大きく２つの

特徴を有する。

　第１の特徴は，これらが特定の民族をのみ党員とする規定をもつ，いわば

「民族利益代表」という性格をもっていることである。統一マレー人国民組織
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1990年総選挙

与党得票

率（％）

65.5

68.3

32.8

54.1

57.1

54.3

63.0

58.1

43.2

62.4

60.5

61.5

16.7

57.1

59.7

54.1

127

有効

得票数

47,767

300,705

134,273

141,555

242,974

362,186

203,504

380,910

153,723

152,125

120,233

426,856

50,235

262,092

7,130

2,986,268

180

野党得票

率（％）

34.5

31.7

67.2

45.9

42.9

45.7

37.0

41.9

56.8

37.6

39.5

38.5

83.3

42.9

40.3

45.9

53

筆者作成。      

1995年総選挙 1999年総選挙

与党得票

率（％）

68.5

64.5

42.2

54.6

64.0

74.8

70.1

74.4

58.9

76.5

68.4

78.8

52.7

63.4

49.1

65.7

162

有効

得票数

75,719

514,763

440,579

286,994

446,523

607,396

341,269

697,730

394,199

244,098

213,778

588,237

432,659

376,469

13,005

5,673,418

192

野党得票

率（％）

31.5

35.5

57.8

45.4

36.0

25.2

29.9

25.6

41.1

23.5

31.6

21.2

47.3

36.6

50.9

34.3

30

野党得票

率（％）

43.8

44.2

61.1

58.8

48.6

44.5

43.0

43.9

47.3

40.8

43.4

27.1

40.6

34.1

28.7

43.2

45

与党得票

率（％）

56.2

55.8

38.9

41.2

51.4

55.5

57.0

56.1

52.7

59.2

56.6

72.9

59.4

65.9

71.3

56.8

148

有効

得票数

82,270

566,076

480,659

309,642

482,582

747,840

370,775

837,646

418,771

284,069

234,704

837,992

435,756

512,527

12,177

6,613,486

193

州別にみた与党・野党別得票率と有効得票数



（��������	
	���	����	
����	���	����������）はマレー人を中心とするブミプ

トラを，マレーシア華人協会（����������	
������������������	�）は華人を，

マレーシア・インド人会議（����������	�
��������������	�）はインド人をそ

れぞれ党員と規定している。

　第２の特徴は，１９９０年代に����が本格的にサバ州に党支部を設立するま

では，マレーシアという政治空間が半島部，サバ州，サラワク州という３つ

に分断されていたことである。この２つの特徴の結果，主要政党は「地域別」

かつ「民族別」利益代表を基本的な性格としているといえよう。そこで本論

では以後，こうした特徴から��を構成する政党を「政党」と「　」をつけて

表現していくことにする。

　各民族の人口構成比率からもわかるように，個別の「政党」単独では政権

を担うことができない。このため独立以降今日に至るまで「政党」の連合体

が政権を担ってきた。まず１９５５年から１９７４年までは����，���，���とい

う半島部マレーシアを構成する「政党」が連立組織・連盟党（���������	�
��）

を設立し，次に１９７４年には半島部のみならず，サバ，サラワクの政党を組み

込んだ��が成立した（�����［１９８３��３９�７４］）。

　��のメカニズムに関する重要な点は，総選挙時の��構成政党に対する選

挙区配分であろう。��のもとでは第１に，����が��内で相対的に優位な

地位を確保できるように配分され，第２に構成する諸「政党」が選挙区の民

族別構成をほぼ反映する形で選挙区が区分される。実際の配分比率を見ると，

半島部における��候補者総数の６６％を����がまず占める。次に華人政党

���および同党から分離し，華人系色が強いマレーシア民政運動党（������

������������	�
�����	�����������）が合せて約３０％を占め，最後にインド人

政党���が３～４％を占める。また，����はマレー人が選挙民の７０％以上

を占めるマレー人選挙区を中心に，一部６０％程度の民族「混合区」に立候補

者をたてる。���は����と同じようにその構成民族華人が多数を占める

華人区と混合区の２つのグループの選挙区に，一方�������と���は混合区

にそれぞれ立候補者をたてる。

��



　こうした��の仕組みと前述した総選挙結果を照らし合わせると，次のよう

にまとめることができる。１９８２年，１９８６年ならびに１９９０年総選挙の際にクア

ラルンプールで��が野党よりも得票率が低かったのは，華人選挙区において

主に華人選挙民が��を構成する���候補者ではなく華人系野党である民主

行動党（��������	�
���	��
�����
��）の候補者を支持した結果である。一方，

１９９５年の総選挙のマレー人選挙区で��が野党よりも得票率が低かったのは，

マレー人選挙民が����ではなく，イスラーム政党・汎マレーシア・イスラー

ム党（��������	�
�����	����������）および����から分離した４６年精神マレー

人党（��������	�
���������４６���４６）を支持した結果である。同様に１９９９年総選

挙のマレー人選挙区でもマレー人選挙民が����ではなく，���と国民正義

党（���������	�
���������
�����	�
��）などからなる代替戦線（���������	
����
���

���������	�
�������）を支持した結果である。つまり，１９８０年代の２回の総

選挙では��を構成する華人「政党」が華人区で得票率を低下させ（議席を失

い），１９９５，１９９９年の２回の総選挙では，逆にマレー人選挙区でマレー人政党

����が支持を失ったことになる。

　整理していえば，マハティール政権２２年間のうち，後半の２０２０年ビジョン

（�������２０２０）期においては「マレーシア政治の安定」がなされたものの，

���期とあわせて考えると２つの時期を通じた「マレー政治の不安定」と表

現できる。

　さらに，マレー政治の不安定は２つの現象として現われた。ひとつはいう

までもなく，前述した����と���，あるいは����と��������	
��との関

係から明らかであろう。マレー人選挙区において��，厳密にいえば����

は１９９９年総選挙まで退潮傾向を示している（鳥居［２００３�］）。

　もうひとつは����内政治の不安定性である。マハティール政権期に

����は２度にわたり党の分裂など大きな政治的混乱を起こしている。

　第１の分裂は，１９８７年の�����総裁・副総裁選挙を結果を契機とする分

裂である。同年の総裁・副総裁選挙において現職（当時）のマハティール，

アブドゥル・ガファール・ババ（��������	
	���	�	）に対して，トゥンク・
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ラザレイ・ハムザ（��������	
	������	�
	）およびムサ・ヒタム（���������	）

が，それぞれ総裁・副総裁候補として選挙に臨んだ。同選挙では前者の現職

グループが僅差で勝利を収め，再選されたものの，選挙後後者を支持するグ

ループが法廷戦術を展開するなど，党内は選挙結果をめぐって大きく対立し

た。最終的に����支部に対する「違法判決」がでたことから，マハティー

ルおよびそのグループは新たに��������	（「新」����の意味）を結成し，

ラザレイを支持するグループは，（旧）����を離党し，�４６を結党すること

になり，����が分裂する事態に至った（木村［１９８８��２�１２］，�������［１９８８］，

���������		［１９８８］）。ただし，�４６は１９９６年１０月に正式に解散し，党首トゥン

ク・ラザレイら主な指導部は����に復党した（鳥居［１９９７���３３３�３３５］）。

　第２の分裂は，１９９７年のアジア通貨・経済危機以降のマハティール首相

（当時）と当時その「後継者」と位置づけられたアンワール・イブラヒム（������

�������）副首相兼大蔵大臣（当時）の対立と権力闘争の帰結である。通貨・

経済危機に際して����内部でアンワ－ルを中心とした党内若手グループ

が，１９９８年６月の����青年部中央大会において「ネポティズム」あるいは

「クローニズム」という言葉を用い，マハティールの企業家育成策を批判し，

マハティールを総裁の座から追い落とそうとした。最終的にマハティール・

グループが巻き返しに成功し，マハティールは１９９８年９月にアンワールを副

首相兼大蔵大臣から罷免したことに留まらず，直後に����からも追放した。

　こうした動きに対し，アンワールは「改革」（��������	）を掲げ，在野から

首相退陣要求を含む，政府批判運動を展開していった。こうした大規模な大

衆行動を展開したことに対し，マハティール首相はアンワール自身やその有

力な支持者達を国内治安法で逮捕した（中村［１９９９��３１６�３２０］）。さらに同年９月

末にはアンワールに対して「異常性行為」や「汚職」などにより刑事訴追ま

でも行った。

　これらの結果，アンワール夫人であるワン・アジザ・ワン・イスマイル（����

�����������	
����）を党首として国民正義党（���������	�
��������������	�
��）が

結成され（１９９９年４月），同党は���，���，マレーシア民主党（����������	���

��



����������	
�）の４党と「代替戦線」（���������	
����
��������������	
������）

を結成し，��との１９９９年の総選挙が実施された（熊谷［２０００��３１８�３１９］）。総選

挙結果に関しては先に述べたとおりである。

　２．マレーシア経済構造の転換――１９９３～１９９４年――

　次に経済面からマハティール政権期を概観しておこう。まず図１は，マハ

ティール政権期を含む����導入以降，２００３年までの実質経済成長率の推移を

示したものである。マハティール政権期では，１９８５年と１９９８年にマイナスの

経済成長に陥ったことの影響を受け，政権期の平均（２３年間。２００３年を含む）

では約６�２％となる。これは，マハティール政権と同様に���を実行するうえ

で高度経済成長を必要とした，アブドゥル・ラザク・フセイン（��������	�
�

�������）政権とフセイン・オン（�����������）政権の１０年間の平均８�３％よ

りも低い水準に留まった。しかし，ここで改めて確認すべき点は，マレーシ

ア経済が１９８５年の経済不況を脱して以降，１９８８年からアジア通貨・経済危機

によって本格的な影響を及ぼされるまでの１０年間で実質年平均９�３％という

「持続的な高度成長」を達成したことであろう。

　こうした高度経済成長の結果，１人当たりの���も政権発足時には１９２８��

ドルであったものが，高度成長が本格化する１９８８年には２２３０��ドル，さらに�

１９９３年には３０００��ドルを超え（３０３９��ドル），最終的に１９９７年には政権発足

時の２倍の水準（３８９４��ドル）にまで達した（６）。

　このように高度経済成長を達成したマハティール政権期における主要な経

済指標を図示すると，多くの指標においてグラフが「�字」を示すことがわ

かる。すなわち，政権期以前の経済活動が年を経るごとにその比率を低下さ

せ，逆に政権期に新たな経済活動の比率が上昇し，２つの部門のデータが「�

字」をグラフ上で描いて交差している。

　１９８６年以降の持続的な高度経済成長を牽引したものが電子・電機を柱とす

る工業製品の輸出である。図２は政権期の輸出総額に占める６大一次産品
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図１　マレーシア実質経済成長率の推移（1971－2003年）

（出所）1981年から1996年までは Malaysia, Department of Statistics, Malaysia Economic Statistics-
Time Series 1999, Kuala Lumpur, 1999, 1997年以降はBank Negara Malaysia, Annual Reportよ
り作成。
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図２　輸出総額に占める６大一次産品と製造業品のシェアの推移（1981－2003年）

（出所）Bank Negara Malaysia, Quarterlly Bulletin および同，Monthly Bulletin, various issues，よ
り筆者作成。
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（原油，液化天然ガス，パーム油など）と製造業品などの比率の推移を示したも

のである。１９８１年の政権発足時には，６大一次産品が約７１％と総輸出の圧倒的

比率を占める一方で，製造業品は約２４％にすぎなかった。しかし，その後一

次産品輸出は比率を下げ，１９８７年には過半数を割った。この結果１９８８年には，

製造業品輸出額が一次産品輸出額を上回った（７）。この年を輸出構造の転換

点として，１９９３年には一次産品が総輸出額の約２２％，製造業品が約７４％とな

り，政権発足時と対照的な構造になったことがわかる。

　一次産品にかわり，輸出の牽引車となった製造業品は電子・電機製品が中

心である。製造業品輸出の変化のなかで注目すべき点は２点ある。まず，

１９９１年には電子・電機製品のみが６大一次産品を上回ったほか，１９９５年に総

輸出の過半数（約５２％）を超え，輸出構造におけるもうひとつの転換を経験

したことである。第２点は，１９９９年以降２００３年まで製造業品が総輸出の約

８５％，うち電子・電機製品が約６０％という構成比率が続き，電子・電機輸出

品の「頭打ち」傾向を示していることであろう。

　次に，図３はマハティール政権期の産業部門別���構成比率の推移を示し

たものである。ここでは図２で見た輸出構造とほぼ同じ時期に「逆転」現象

を起こし，�字を示していることがわかる。具体的には１９８４年には農林水産

業部門と製造業部門が拮抗し，１９８５年の経済不況を挟んだ後，１９８７年以降農

林水産業と製造業が占める比率が「逆転」した。製造業部門の増加，これに

対する農林水産業部門の低下という同一の傾向は１９９４年まで継続し，最終的

に１９９７年には農林水産業部門が１０％を割り込むとともに，製造業部門との差

が２０％と大きく開くまでに至った。

　この図でもうひとつ注目すべき点は，１９９０年代後半のサービス産業部門（政

府部門を含む）が占める比重の増加の中身の変化であろう。１９９４年までは主と

して卸業・小売業，レストラン，ホテルなどの部門，金融・保険部門，さら

に政府サービスの３つの部門を中心に，４０数％の水準を推移してきた。しか

し１９９４年以降，主として前者２部門の伸びに支えられ，最終的にサービス産

業部門はマレーシア経済の５０％以上を占めるに至った。このサービス産業化
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の動きは，就業構造でより明確に現われてきている。

　最後に，これらの経済活動を支えた就業構造の変化を見ておこう。図４は

主要産業部門別に見た就業構造変化を示したものである。図３で見た産業部

��

農林水産業

製造業

サービス業

図３　産業部門別GDP構成比の推移（1981－2003年）

（出所）Bank Negara Malaysia, Annual Report, various issues，Kuala Lumpurより筆者作成。
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図４　産業部門別就業構成比率の推移（1981－2003年）

（出所）Malaysia, Ministry of Finance, Economic Report, various issues，Kuala Lumpurより筆者作
成。
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門別���比率の変化からも推測がつくように，マハティール政権期に農林水

産業部門就業者比率と製造業部門就業者比率との間に「逆転」が起きている。

しかし，図４に示したように���比率の逆転よりも，その時期は遅く１９９３年

である。

　次に注目すべき点はサービス産業就業者の変化であろう。サービス産業全

体は１９８４年以降上昇し，１９８８年まではなだらかに上昇し，約４８％を占めるま

でになった。さらに，１９９７年以降再び上昇傾向を示し，２００１年にはマレーシ

ア就業者の５０％を占めるまでになった。この上昇の間，サービス産業部門の

内訳では政府サービス部門がピーク時の１９８５年（約１５％）から緩やかな減少傾

向を示し，２００１年以降は総就業者の１０％を占めるにすぎなくなった。これに

対し，サービス産業部門で比重を増したのが「その他のサービス業」部門就

業者である。具体的には卸・小売業，レストラン，ホテルなどが主たる内容

である（８）。

　以上のデータから１９９０年代前半までに持続的な高度成長の達成，それを工

業製品輸出が支えたこと，さらには産業部門別就業構造における農林水産業

と製造業部門の逆転という一連の現象（つまり����化）を経験したことが確認

された。また１９９０年代の持続的な高度経済成長のもとで，マレーシア経済が

１９９３年から９４年にかけて質的な構造変化を経験していることがわかる。

���構成比や就業構造の変化で示したとおり，サービス産業が大きな比重を

占めるに至った。サービス産業――なかでも卸・小売業，レストラン，ホテ

ルなどからなる「その他のサービス業」――が重要な位置を占めていること

がわかる。

　次に，これらの経済構造の変化の担い手について，高度経済成長を主とし

て担った製造業部門について利用可能なデータから見ることにする。企業レ

ベルでの担い手の変化については，外資の役割を分析した第５章で詳述され

ているので，ここではポイントのみを整理しておこう。ここでは，マレーシ

ア工業開発庁（����������	
����������������	��������������	
�）が公表してい

る「操業中製造業企業における民族別資本所有構造データ」を利用する。
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　第１には，民間と公企業の変化を見ると，データが利用可能な１９８９年末時

点では，公企業が１７％を占めるのに対し，外資を含めた民間資本が占める比

率は７１％となっている。その後公企業の占める比率は急速に低下し，１９９７年

末時点では６�５％と低くなっており，確実に民間主導の製造業部門であること

が確認された。第２には，ブミプトラの占める比率を見ると，１９８９年末時点

では１８％を占めるのに対し，１９９７年末時点でも２３％弱を占めるにすぎず，そ

の占める役割は小さい。これらの変化に対し，民間資本のなかで外資の占め

る比率が１９８６年末時点（外資規制緩和が本格化する以前）には３６％を占め，そ

の後その占める比率は上昇し，最終的には１９９７年末で４６％を占めるに至っ

た（９）。

第２節　マハティール政権の主要政策の概観と初期条件

　１．マハティール政権の主要政策の概観

　「イスラーム先進国・マレーシア」というキーワードは，マハティール自身

が用いた表現やスローガンではない。また，マレーシア政府の公式文書に存

在する文言ではない。たとえば，国民開発政策（���������	
�
���
�����������

���）公表後，政府の諸政策を国内向けに周知するために情報省が作製した

『政府の諸政策』と題する広報用パンフレットには，���を筆頭にして国家

教育政策（���������	
�������������），民営化政策など１３項目に及ぶ主要政策

が掲げられている。そのなかには，確かに「行政にイスラーム価値を同化す

る政策」（�����������	
��
������
������
�	
�����������	
�	���）や「工業開発政策」

など，「イスラーム先進国化」につながる政策が含まれているものの，イスラー

ム先進国・マレーシアという具体的な表現はない（１０）。この表現は，あくまで

も本研究会において，同政権のもっとも重要な演説と位置づけられる「ビジョ

ン２０２０」（�������２０２０���������２０２０）および，そのもとで展開された諸政策の

��



特徴をまとめ上げて表現した言葉である。この言葉が意味するところは，イ

スラーム的価値を諸政策，とくに開発を促進する経済政策や外交政策に反映

させ，工業化を通じた先進国化を図り，「マレーシア」という国家のアイデン

ティティの確立を目指した，というのがその内容である。

　そこで本書の主張に沿う形でマハティール政権の主要政策の展開を�開発

政策の枠組み・政策運営にかかわるもの，�経済開発（とくに工業開発）にか

かわるもの，�ブミプト商工業企業・企業家育成にかかわるもの，�イスラー

ム化（����������	
）にかかわるもの，の４つに分けて整理したものが表２で

ある。

　この表から，第１にわかることは，���政権期（１９８１～１９９０年）の諸政策と

２０２０年ビジョン政権期（１９９１～２００３年）における主要政策の「継続性」であ

る。マハティール政権の主要政策であるルック・イースト政策，民営化政策，

イスラーム促進政策（とくにイスラーム金融），マレーシア株式会社構想

（����������	�
��������），工業化マスタープラン（��������	
��	�����
	������）

を軸とする工業化政策などは１９８０年代初めにマハティール政権によって導入

された（鳥居［２００２���１４７�１４８］）。これらは��表２にあるように政権発足直後に

矢継ぎ早に公表された後に，１９８３年に政府部内での「混乱を避け，内容の周

知を図るため」にまとめられた「新しい諸要素」（����������	
）あるいは

「新しい諸政策」（���������	
�	���������）というメモによって政府部内に周

知された（��������［１９８９��１�１１］）。最終的には，このメモの内容を反映したマ

ハティール新政権の『新しい諸政策』は『第４次マレーシア計画中間報告』

の「序文」ならびに「第１章　開発と諸戦略の実行に関する新しい方向性」

としてまとめられている（����������	
��������
�［１９８４�������３�３２］）（１１）。

　その後の諸政策の動きを見ると，１９８０年代に公表されたこれらの諸政策が

１９９０年代に入り本格的な実行に移されたことがわかる。個別の政策の展開状

況については本書の各章を参照していただきたい。

　１９８０年代に公表され，１９９０年代に入り実行された，というタイムラグに関

しては，１９８５年の経済不況とその対応策として新しい外資政策や規制緩和政
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1981

1986

表２　マハティール政権下の主要政策の展開と3つの要素

第４次
計画
（1981－
1985）

第５次
計画
（1986－
1990）

（81.12）ルック・イー
スト政策発案（→公式
発表は82年2月）
（83.2）マレーシア株
式会社構想
（83.5）「民営化政策」
構想を発表
（84.2）国家農業政策
大綱発表
（84.3）第４次マレー
シア計画中間報告
（85.1）民営化ガイド
ライン公表

（83.5）PROTON
社設立

（86.1）投資促進
法発効
（86.2）中・長期工
業化マスタープ
ラン（第1次工業
化マスタープラン）

（88）ベンダー開
発スキーム導入

５カ年
計画

年次
経済政策全般・
政策運営

経済（工業）開発
ブミプトラ企業
育成（BCIC）

イスラーム政策

（83.7）国際イスラ
ーム大学設立
（83.7）イスラー
ム銀行設立
（84）タカフル法
の制定とタカフ
ル社の設立

中
期
計
画

新
経
済
政
策
（
Ｎ
Ｅ
Ｐ
）

1991

1995
1996

第６次
計画
（1991－
1995）

第７次
計画
（1996－
2000）

（91.2）「マレーシアの
前途」公表
（91）民営化マスター
プラン公表

（98）国家経済行動評
議会設立

（98）ダナハルタ，ダ
ナモダル，企業債務
債権委員会設立

（94）Produa社
（第２国民車製
造）設立
（96）Modenas社
（国民自動二輪
車製造）設立
（96）第２次工業
化マスタープラ
ン

（92）国営企業公
社設立
（92）中小企業育
成ガイドライン
公表
（92）フランチャ
イズ開発プログ
ラム導入

（95）企業家開発
省設立：中間層
企業家育成
（96）中小企業開
発公社設立

（92）マレーシア
イスラーム理解
研究所（IKIM）
設立
（93）無利子銀行
制度の拡充

国
民
開
発
政
策
（
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）

（注）中小企業育成策はBCIC育成のみを目的としたものではないが，きわめて関連性が強いこと

からBCIC育成策に含めて整理した。  

（出所）『アジア動向年報』およびMalaysia Plan等から筆者作成。      

2001 第８次
計画
（2001－
2005）

（01.2）資本市場マスタ
ープラン公表
（01.3）金融セクターマ
スタープラン公表
（01.4）第３次長期展望
計画および第８次マ
レーシア計画公表

知識集約型経済
（K-Economy）育
成

（02）中小企業開
発計画公表

国
民
ビ
ジ
ョ
ン
政
策（
Ｎ
Ｖ
Ｐ
）



策などの不況対策の実施が強く求められたこと，また第２章で詳述されてい

る「��������」をめぐる政治過程（��内の政党間の対立），また前項で触れた

１９８７年以降����の分裂といった経済・政治上の諸条件が整わなかった，と

いう理由がある。

　加えて，政策の提示から本格的な実行へのタイムラグは，マハティールの

政治スタイルにその大きな理由を求めることができる。マハティールは政権

運営にあたり，具体的な政策プログラムや詳細な内容の説明ないまま「方向

性」あるいは「ビジョン」をまず示し，その後具体化していく，というスタ

イルを取っている（１２）。一連の主要政策の展開も，この政治スタイルから理解

することができよう。

　この表２に関して，もう１点付け加えておくべきことがある。それは主要

政策内容の「継続性」はあるものの，���期のマハティール政権とビジョン

２０２０のマハティール政権期では政策運営や実行方法に大きな「断絶」が見ら

れることである。後者の時期の大きな特徴は，民間部門が主導する経済シス

テムの構築であり，すでに「肥大化した」政府は補完的な役割を果たすにす

ぎないことである。ビジョン２０２０のマハティール政権期の経済運営の枠組み

については，第２章で詳細に論じられているので，主としてそちらに譲りた

い。ここでは表２との関係でひとつ説明を付け加えておくことにする。表２

にあるように，マハティール政権は発足直後から「政府の役割の縮小」「民間

主導の経済成長」を掲げてきた。これらは前述した『第４次マレーシア計画

中間報告』に明確に謳われている（１３）。また，事実１９８５年の経済不況以降，外

資政策における規制緩和，工業調整法（��������	
������	������������）のラ

イセンス取得義務緩和など一連の「自由化政策」を実施している（���������

［１９８９��１８８�１８９］，北村［１９９０��１１９�１２５］，����［１９９７��２８５�２８６］）。こうした規制緩

和・自由化政策はその後のビジョン２０２０期の政策運営との共通性をもってい

る。しかし，重要な点は，この段階ではマハティール政権が���という政策

の大きな傘，換言すれば���という政策の「しばり」のもとでの政治・経済

状況との整合性を取りながら行った「自由化」政策であり，「規制緩和政策」
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でしかなかった点である。

　このように���期とビジョン２０２０期の政策運営にも一定の共通性を見い

だすことができるものの，そこに「���との整合性」という経済運営の特徴

がもっとも顕著に表われてくる。この点の違いがもっとも顕著に表われたの

が工業開発部門ならびにブミプトラ企業家・経営者育成政策である。この点

については次節で詳しく触れる。

　２．マハティール政権の政策運営――マハティールの二面性――

　さて，���という政策の「しばり」という点につき，若干の説明を付け加

えておく必要があろう。この言葉を別の表現を用いるのであれば，マハ

ティールのマレー人政党����の政治家としての「こだわり」と表現できよ

う。�

　マハティールという政治家の個性が同政権の政策運営に深く影響を及ぼし

ていることはさまざまな局面で明らかになっている（１４）。ビジョン２０２０期の

マハティール政権が「効率化促進，競争力強化を実現するという自由主義思

想にもとづく戦略を採用」（第２章）したことから，１９９０年代のみの政策運営

を見ていると，マハティール政権期全体の政策運営の特徴を見誤ることにな

ると筆者は考える。とくに国営自動車製造会社プロトン社（����������	
�������

���������	
����）に代表される工業部門の育成に関してはきわめて強い影

響を及ぼしている。

　そこで，簡単にマハティールの政治家としての歩みから，彼が「マレー・

ナショナリズム」と「効率性」や「市場合理主義への理解」という２つの側

面を有していることを指摘しておきたい。そのことが，アジア通貨・経済危

機後においても彼が企業家育成にこだわった理由や政権後期におけるナショ

ナル・カー・プロジェクトへのこだわりを理解することにつながると考える

からである。

　マハティールは１９２５年北部クダ州に生まれた。１９４７年マラヤ大学（現在の

��



シンガポール大学）で大学教育を受けた後に，医師として故郷に戻り，後に政

治活動を始めた（１５）。１９６４年の総選挙で下院議員に初当選したものの，１９６９年

総選挙では落選した。総選挙後�選挙結果を引金として発生した「５月１３日事

件」後，当時のトゥンク・アブドゥル・ラーマン（����������	�
����）首

相の政策を手紙で批判し，その手紙の内容から����から追放された。追放

の大きな理由がその強烈なマレー・ナショナリズムであった。その後マハ

ティールは自身の一連の主張を『マレー・ジレンマ』という書にまとめたこ

とは周知の通りである（１６）。マハティールは「マレー人が他の民族と伍すだけ

の力をつけるためには優遇政策を採るべきである」と主張し，マレー人の貧

困問題などを解決するうえで，マレー・ナショナリズムをきわめて強く主張

したことを強調しておこう。これら一連の行動を通じてマハティールは長く

「マレー・ウルトラ」としてマレーシア国民の記憶にとどめられた。

　その後，マハティールは第２代首相アブドゥル・ラザク・フセイン（������

����������	
�）の政治的庇護を受け，���を実行するうえで重要な役割を担っ

た公企業のひとつで経営者を務めた後に（１７），１９７２年に政界に復帰，１９７４年総

選挙で下院議員に返り咲いた。

　１９７６年にはラザク首相の死（１９７６年１月１４日）を受けて�フセイン・オン（��������

���）が首相に就任するにあたり，副首相に指名され国内を驚かせた。なぜな

らば，彼は指名に先立つ前年１９７５年の����党大会において党内第３位のポ

ストである党副総裁補（����������	�
�）に３人の当選者のなかで「もっとも

少ない得票数」で当選したにすぎなかったからである（�����［１９９１��５５］）（１８）。

この副首相ポストをいわば踏み台として�１９８０年末にフセインが体調を悪化

させて以降，政権の中心的な役割を担った。

　最終的にマハティールは１９８１年６月に開催された����党大会において

無投票当選により総裁に選出された。そして彼は同大会で副総裁に選出され

たムサ・ヒタム（���������	）とともに新政権（いわゆる２�政権）を発足さ

せた。２�政権は「迅速・清潔・効率的な行政」をスローガンに掲げるなど，

政策実施面の変革を強調する姿勢をとった（木村［１９８２��３１３］，�����［１９８７］）。
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同政権が独自性を明確に打ち出すのは，１９８２年の総選挙以降である。同総選

挙において２�政権は引き続き「清潔な，効率的な，信頼できる政府」（�������

�����������	�
�����������）を掲げ，ここにマハティール政権は「効率性」ある

いは「合理性」を政策運営の前面に掲げることになる。

　このようにマハティールの政治家としての経歴を見ると，１９６０年代のマ

レー・ナショナリストという側面と，１９８０年代の首相就任時の効率性重視の

側面との２側面をあわせもっていることがわかる。

　マレー・ナショナリズムと経済合理性は必ずしも二律背反するものではな

いであろう。しかし，マレーシアの文脈で見た場合，経済合理性を追求する

ことによって「華人」（たとえば政府の重要なプロジェクトにおける華人経営者の

採用）を選択することがマレー人社会のマレー・ナショナリズムを惹起するこ

とにつながる。このために，マレー人政治家は経済合理性よりも「民族性」

をもとに政策判断を下すことがある。こうした状況を考えれば�マハティー

ルがもつマレー・ナショナリズムと国際競争力を獲得するための市場合理性

という２つの要素が共存することは強調すべき点であろう。

第３節　マハティール政権がめざしたもの――「イスラーム先

進国・マレーシア」の要素――

　序論で提示したが�「イスラーム先進国・マレーシア」という目標の骨子を

改めて紹介すると次のようになるであろう（１９）。

�工業開発の追求を通じた経済水準のうえでの「先進国」化。

�工業化過程におけるマレーシア経済の担い手としてのブミプトラ企業・

企業家（起業家・経営者も含む）の育成。

�経済開発とイスラーム価値の融合。

�「マレーシア」という国家の国際社会でのアイデンティティの確立。

�マレー人国家（ヌグリ）の要素の払拭と近代国家「マレーシア」の確立。

��



　各要素につき，筆者の意味するところとマハティールの２つの政権期（���

期とビジョン２０２０期）における主な政策内容の特徴について触れておこう。

　　

　１．先進国化と工業開発の促進

　

　マレーシアの先進国化と工業開発の促進は「ビジョン２０２０」のなかで明確

に国家目標として謳われている内容であることから多くの説明を必要としな

いであろう。そもそもマハティール政権は発足当初から重工業化政策を掲げ，

１９７０年代以降の輸出加工区を中心とした組立型工業化からの脱却による工業

部門の高度化を明確に打ち出していた。１９９０年代の「ビジョン２０２０」政権期

には工業化戦略をマハティールの開発戦略のなかに，より明確にまた体系的

に位置づけようとしていた。

　先進国化の中身や意味，さらになぜ，マハティール政権が先進国化という

目標を１９９１年以降明確に打ち出していくことになったのかについては第２章

が明らかにしている。

　第２章「ポスト１９９０年問題をめぐる政治過程――ビジョン２０２０誕生の背景

――」は，１９９０年代以降のマレーシアの国家運営を規定する方針となった

「ビジョン２０２０」が示した国家・社会像とそれを実現するための戦略を紹介し

たうえで，ビジョン２０２０の内容と特徴がどのように生み出されてきたもので

あるのか，１９８０年代後半以降の政治過程から分析が試みられている。そして，

最終的にマレー人と華人のエリート間で妥協と合意が模索され，ビジョン

２０２０と���が広く受け入れられるまでのプロセスが記述されている。言葉

を換えていえば，第２章は，ビジョン２０２０の形成とその内容を「政治過程か

ら解釈・意味づける試み」ということができよう。本章と第２章によって，

マハティール政権が２２年間の政権期を通じてめざした開発の全体像と���

期とビジョン２０２０期の異同が明確になると考えている。

　次に取り上げたのは経済の担い手についてである。第Ⅰ部で示された「イ

スラーム先進国・マレーシア」を確立する試みが，１９９０年代に入り「民営化
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と規制緩和により民間経済主体を中心とする経済システムを構築し，競争力

強化を実現するという，自由主義経済思想にもとづく戦略」（第２章）として，

どのように各セクターで実行され，またその結果どのような変化が起きたの

かを示すことが目的である。

　まず，政策運営の大きな焦点である政府の役割の変化を把握することが必

要であろう。そこで，財政収支は「国家の有り様や政府の意図を把握するた

めに貴重な情報源」（第３章）であることから，第３章「マハティール政権の

財政運営――財政収支の長期分析が語るもの――」では長期的な視野に立っ

てマハティール政権期の財政政策の特徴を計量的に分析することを目的とし

ている。同論文は分析にあたって，�構造収支，�循環収支，�石油収支，

�債務利払いという４項目について要因分解を行い，政府の裁量にもとづく

財政収支の変動の抽出が試みられている。

　次に焦点をあてるべきは，選択的に縮小された連邦政府の役割のかわりに

経済成長を主導することが期待された民間部門である。工業発展を柱に据え

た先進国化にあたって，マレーシアに欠かすことができないのが外国資本で

ある。民間主導の経済発展を達成する重要な担い手のひとつとして位置づけ

られたのが外資である。１９８５年の経済不況の対策として採用された一連の自

由化政策の後に，工業部門の高度化の重要な手段として外資を位置づけてい

る。

　第５章「『小国』マレーシアと国際環境への対応――外資の役割を軸として

――」では，マレーシアが国際経済環境に対して能動的に影響を与えること

ができない経済主体である「小国」であることに着目し，マハティール政権

下での外資誘致政策の変遷や特徴，さらにはその成果を示すことが目的であ

る。マハティール政権は１９８５年以降の東アジアならびに東南アジア地域にお

ける産業再編成の波にうまく「便乗する」ことで，以降１０年あまりの高度経

済成長を達成することができた。マハティール政権の外資政策の特徴とその

限界がこの章のキーワードである「小国」を加味することにより明らかにな

るであろう。
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　ここで，実際にどのような工業開発政策が���政権期とビジョン２０２０政権

期のそれぞれの時期に採用されたのか，その特徴のみを整理しておこう。

　����期には開発モデルとしての日本，韓国など「東の諸国」を模倣するた

めの「ルック・イースト政策」の提唱（１９８１年）が行われた。またより具体

的な戦略としては，マレーシア重工業公社（��������	
��������������������

����������	
���）の設立に代表される重工業化戦略が採用された。ここに

���期の工業開発の特徴としてマハティール政権以前の方式である政府の

直接事業関与の特徴が表われている。さらにルック・イースト政策の「東ア

ジアモデルを模倣する」という考え方が重工業化政策には色濃く反映されて

いる。そのもっとも象徴的な������の子会社������社で実行されたナ

ショナル・カー・プロジェクトにおいて，日本型自動車産業組織（いわゆる

ピラミッド型の産業組織）の育成が試みられたことである。この点は筆者がこ

れまで主張してきたとおりである（鳥居［１９９０��２７８�２９１］，穴沢［１９９８］，熊谷

［２００４��１３�１６］）。������プロジェクトがもつ含意については次のブミプトラ

企業家育成の項で触れる。

　しかし，２０２０年ビジョン期にはいると工業化政策は中身も手法も大きく変

化した。第７次マレーシア計画期（１９９６�２０００年）には，マルチメディア・スー

パー・コリドー（����������	�
���������������
），サイバージャヤ（���������）

建設に代表される情報・通信産業の育成が掲げられたほか，また１９９６年には

マハティール政権の２番目の産業政策として『第２次工業化マスタープラン』

（����������	
�������
������������������）が公表された。同計画では，「総要素

生産性」（�����������	�
	��������）概念が公式に採用され，従来の投資主導型

成長から，生産性・質主導型成長への転換が強調された（２０）。このほかにも産

業クラスターの育成が採用された（����������	
��������
�［１９９６］，鳥居［１９９７���

４２�４４］）。こうした動きは２００１年以降も加速化され，新たに知識基礎産業

（���������	
������������）の育成が採用されるに至った。

　他方，工業化を進める際の手法にも大きな変化が見られる。１９８０年代後半

の規制緩和政策に代表される民間主導の工業開発が重視され，最終的に
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�����，さらに������社さえも民営化されるに至った（第４章参照）。

　

　２．マレーシア経済の担い手としてのブミプトラ――企業家の育成――

　

　工業化を中心に据えた経済開発の促進，あるいは先進国化を目指す際にマ

ハティールが多大な関心を払ったのが，その担い手である。彼は確かに経済

成長を牽引する役割を外資にあて，積極的な導入を図ったものの，工業開発

の促進とともに経済の担い手としてのブミプトラ企業・企業家の育成を重視

した。

　そもそも経済の担い手としてのブミプトラ企業・企業家の育成は，���導

入時において，その２大目標のひとつである「マレーシア社会再編成目標」

（�����������	
�����������	��������）の４つの柱のひとつとして「ブミプトラ商

工業コミュニティ」（���������	
�������	�
	��
��������	����������	
�����）

として掲げられたものである（����������	
��������
�［１９７３��１８］）（２１）。

　しかし，マハティール政権期はラザク，フセイン政権よりも明確に，この

����に大きな重点を置き，かつ工業開発の促進と���諸目標とのリンケージ

を図った。マハティール自身，ブミプトラをマレーシア経済の担い手として

育成することを多くの機会で述べ，強調している。マハティールほど����育

成に拘泥したマレー人政治家はいない，と表現できよう。

　����の最終的な目標は企業・企業家あるいはオーナー型経営者の育成であ

る。しかし，���政権期においては２つの内容をもつ。まず，第１にマハ

ティール政権は工業化促進にあたり必要な人材の育成と���が掲げる雇用

構造の再編目標，なかでも職種別再編目標とを関連づけている点である。こ

の点について，筆者はすでに雇用構造再編成目標の詳細な検討作業を通じて

別稿で論じた（鳥居［２００２�］）。ポイントを指摘しておけば，マハティール政

権が工業化を促進する際に，ブミプトラが「専門・技術職者」として就業す

ることが見込まれていることが明確になった。

　第２点は，工業化の担い手としてのブミプトラ企業家（起業家）育成の試

��



みである。������社のもとで育成が企図された「日本型」の自動車産業組

織において，その裾野を支える「部品産業」としてのブミプトラ企業育成の

試みが行われた。

　������プロジェクトは第２章が指摘する���における「マレーシア・ナ

ショナリズムとマレー・ナショナリズムの二重構造」（第２章参照）を理解す

るうえでもっとも具体的な例であろう。国策会社������社において政府

が「国民車」（�����������	）と位置づけた自動車を製造することは，まさしく

マレーシア・ナショナリズムの発現であり，国民へ向けての「国威の発揚」

に他ならない。一方，この国民車を製造するにあたり，������社内で技術

者や管理職，さらには製造業を支えるマレー系人材の育成，同社傘下でのマ

レー系部品産業の育成は「マレー・ナショナリズム」の具体化に他ならない。

　さて，ブミプトラ企業・企業家の育成はビジョン２０２０政権期にも引き続い

て重点が置かれている。もっとも代表的な例が民営化政策である。

　第４章「民営化政策と企業グループへのインパクト」では，マレーシアの

民営化政策の大きな特徴が１９９０年代以降の企業家育成・企業グループの育成

にあることから，民営化政策と企業グループ育成についてその成果を扱う。

第４章の整理によれば，民営化政策は，�試行期間（１９８３�１９９０年），�民営化

の本格化（１９９１�１９９７年），�経済危機から再国有化（１９９８�２００３年）の３つの時

期に区分される。ビジョン２０２０政権期に本格的に民営化政策が実施され，経

済危機を経て，再国有化へと方針転換された。

　民営化政策はその重要性にもかかわらず，その進捗状況や結果に関する統

一的・網羅的な情報が開示されていない。このために同論文では，分析作業

にあたってアジア通貨・経済危機後の１９９８年����党大会でマハティールが

公表した民営化政策受益者リストをベースにしてさまざまな企業データと関

連づけることにより，その政策の成果を分析することを試みている。

　さて，����に関するビジョン２０２０政権期の政策については，民営化政策の

実行の他に，������社で行われた部品産業育成の試み（「アンブレラ方式」）が

拡大適用されたことがあげられる。１９９０年代初めには国際貿易産業省（���������
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���������	�
��	����	��	���������）のもとで������プロジェクトで採用され

た部品産業育成の方式が自動車産業以外の産業にも適用された（２２）。重要な

点は「アンブレラ：傘」としての役目を果たす親企業（アンカー企業と呼ぶ）とし

て外資や国内の民間製造業が想定されたことである（２３）。このほか，首相府で

はフランチャイズ方式による企業家の育成政策が採用された。（２４）また，１９９５

年には従来の公企業省が企業家開発省（���������	
�����������������������	）

へと改組され，����にかかわる主たる政策を扱う独立した省となった（鳥居

［１９９６］）。さらに，中小企業育成策や同企業育成のための諸機関も数多く配置

されている。

　３．イスラーム促進政策の展開（２５）

　

　多民族国家であるマレーシアが国民統合を進めるにあたって，国語ととも

に重要な意味をもつのが宗教，とくにイスラームの位置づけと役割である。

イスラームは独立時に「連邦政府の公式の宗教」と位置づけられるだけでな

く，他の宗教に比して優位な位置づけを与えられた。加えてマレー人政党で

ある����にとって，マレー人アイデンティティを支える重要な要素として

イスラームが位置づけられた。とくに，１９７０年代後半以降在野でのイスラー

ム運動の高まりへの対応は，「マレー人＝ムスリム」政党である����にとっ

て重要な政治課題であった。さらに，マハティール政権成立後まもなく，第

８章「ウラマー指導体制下での汎マレーシア・イスラーム政党（���）――

イスラーム主義と民族問題の狭間で――」で明らかにされたように，野党の

イスラーム政党・汎マレーシア・イスラーム党（��������	�
����	����������）

が新しい指導部のもとで活動を活発化させていった。これらの動きに対し，

マハティール政権は独自のイスラーム促進政策を進めることによって，この

政治課題に対応した。

　しかしながら，マレー人社会にとっては重要な意味をもつイスラーム促進

政策は，多民族国家マレーシアにとっては国民統合を阻害する危険性を孕ん

��



でいることはいうまでもない。そこでマハティールのイスラーム促進政策

――換言すれば，イスラームの価値の強調――を展開する際に，マレーシア

の経済社会構造と彼自身の経済政策から一定の制約が課されることに触れる

必要があろう。それは，あくまでもマレーシアが多民族国家であり，非ムス

リムが人口の４０％近くを占めていることから����指導者は同国が「世俗国

家」であることを強調する必要性をもっていたことである。とくにマハ

ティールは１９６０年代にその強烈なマレー・ナショナリズムの主張（著書『マ

レー・ジレンマ』）とともに非マレー人社会に記憶されていた。確かに，首相

就任以前にこうした色彩を薄めつつあったものの，非マレー人社会からの「警

戒感」を一層払拭するためには，イスラーム促進政策において一層バランス

を取ることが求められていたと考えられる。第２の制約は，国家主導の開発

から民間主導の開発への転換を図るために，民間投資，とくに外国からの投

資家に対してイスラーム促進政策への警戒感を生じさせないようにすること

であった。こうした一定の制約のなかでマハティールは「イスラームの活用」

を前面に押し出していくことになる。

　まず，���政権期に関していえば，アンワールをはじめとするマレーシア・

イスラーム青年隊（�����������	
����
�����
����������）指導部の政権内へ

の取込みに始まり，国際イスラーム大学（����������	
�����	������������	�
�），

イスラーム研究機関の設立など政府主導によるイスラーム促進政策が進めら

れた。

　筆者がもっとも注目するのは，前述した開発政策体系のなかにイスラーム

促進政策を関連づけて説明を試みている点である。マハティールは「ルック・

イースト政策」を１９８１年１２月に公表している。具体的にマハティールはこの

政策について次のように述べている（２６）。　

「ルック・イースト政策は，マレーシアを発展させるために，急速に発展

している東方に位置する諸国を模倣することである。模倣するに値する

事柄は，労働における勤勉さと規律，国家および雇用されている企業に

対する忠誠，個人の利益よりもグループの利益を優先する姿勢（以下略）」。
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　ここで想定されているモデルが日本，韓国などであることは衆知の事実で

あろう。しかしながら，このルック・イースト政策をイスラーム促進政策と

密接に結びつけて説明しているところに注目したい。

　彼はイスラーム世界がかつて商業活動によって「輝ける時代」をもってい

たことに触れたうえで，ルック・イースト政策を通じて，東の国々から模倣

すべき価値として指摘したさまざまな諸価値は「もともとイスラーム世界に

存在した」ことを強調し，かつ，こうした価値を求めることがイスラームの

教えに沿っていることを再三述べている。

　つまり，マハティールは彼が進めるルック・イースト政策の狙いとして，

その根本的な考えを遡ればイスラームの教えに従うことであると関連づけて，

経済発展のためのルック・イースト政策とイスラーム的価値の導入を結びつ

けたことになる。ルック・イースト政策を「イスラーム的価値の復興」と結

びつけようとしたマハティールはさらに，より明確な形でイスラーム促進政

策を「開発」と結びつけようと試みた。それは「イスラーム経済制度の導入」

へと展開する。���政権期には，マレーシア・イスラーム銀行（���������	�

����������	
��������）の設立に始まり，ビジョン２０２０期にイスラーム金融

機関の拡充や，イスラーム保険（�������），債券など新たな経済制度の導入と

拡充が展開されている。

　第６章「開発戦略とイスラーム金融の融合の試み――イスラーム銀行を中

心に――」は，１９９０年代に本格化したイスラーム金融制度の導入と拡充を扱っ

ている。イスラーム金融は「イスラーム化促進をめざした（マハティール政権

の）もっとも象徴的な出来事」といえる。この章の目的は，近年急速に拡大

が進んでいるイスラーム金融システムの政策と展開を踏まえ，����を中心

とするイスラーム銀行制度の分析におかれている。さらに，この章は新たな

る開発資金の分析であると同時に，マハティール政権の「イスラーム促進政

策」という政治課題の説明を補完している。
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　４．「マレーシア」という国家の確立と国際社会でのアイデンティティの確立

　以上の３つの内容が開発志向の目標であったことに対し，第４の要素とし

てマハティール政権は国内における国民統合の確立および，国際社会での「マ

レーシア像」の確立を目指したと考えられる。

　まず，国内での「マレーシア国民」の確立という点から見ていくことにす

る。開発を志向するマハティール政権にとって高等教育の拡大とそれにとも

なう人材の確保はきわめて重要な課題であることはいうまでもない。しかし，

マレーシアでは���期を通じてマレー人を中心とするブミプトラに対して，

民族別割当制度（クォータ制度）にもとづき就学機会の配分を行ってきた。こ

のことが１９８０年代を通じて非ブミプトラ社会における大きな不満となってき

た。したがって，高等教育の改革，なかでも私立の高等教育の拡大は非ブミ

プトラにとっては，きわめて意味が大きい政策転換である。このことから高

等教育改革問題はそのまま民族問題でもあり，国民統合へとつながるイ

シューである。こうした位置づけから第７章「マハティール政権期の高等教

育改革――国家構想・政策転換・政治論争――」は開発問題を主に扱った第

Ⅱ部にきわめて近く，また国民統合などマレーシア社会を扱う第Ⅲ部の先頭

に位置づけてある。

　同論文では，高等教育改革（民間高等教育の導入と大学の法人化）について，

ビジョン２０２０という国家構想との関連性を明らかにしたうえで，高等教育改

革の柱である私立高等教育の課題と国立大学の法人化の分析に加え，改革を

めぐる政治過程について下院議事録を通じて分析する。

　「バンサ・マレーシア」（�����������	�
�）の創出という政治目標は民族間

関係に多大な影響をもたらしたと考えられる（第２章第３節第２項参照。なら

びに第１章第１節の総選挙結果を参照）。現在までのところ明確な現象として

現われているのは華人社会の与党・��支持回帰であろう。民族間関係の「緩

和」はマレー人社会内に別のベクトルのインパクトを与えた。それはマレー
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社会内の政治的対立の激化である。

　そこで，第８章「ウラマー指導体制下での汎マレーシア・イスラーム政党

（���）――イスラーム主義と民族問題の狭間で――」ではマハティール政権

が推しすすめるイスラーム促進政策の一方で，１９９０年代に入りクランタン州，

トレンガヌ州でイスラーム政権を担っている���の１９９０年代のイスラーム化

政策を分析する。����に関する邦文文献はきわめて少ないことから，１９８０年

代以降の現執行部が行った党改革，指導者，さらには１９９０年代に北部クラン

タン州などで導入が試みられたイスラーム刑法について基礎的な情報の提供

と分析が試みられている。そのうえで，���のイスラーム促進政策の展開が

民族問題に与えた影響について考察している。

　次に，国際社会での「マレーシア像」の構築について見ておこう。本書の

なかでは，マハティール政権の外交政策を直接的に扱う単独の章を設けるこ

とができなかった。そこで，本書の予備的作業として作成した鳥居［２００５］

所収の鈴木早苗論文に依拠しながら，この点を見ておこう（鈴木［２００５］）。

　同論文によれば，マハティール政権の外交は大きく２つの側面をもってい

るとされる。ひとつが，貿易立国マレーシアにとって経済的に必要な「実利

追求型」外交の展開である。首相自身の経済外交の展開や南アジア，中央ア

ジア，アフリカ地域を対象に貿易・投資市場の開拓を目的として展開した南

南外交がそれにあたる（鈴木［２００５��２５７�２５９］，鳥居［２００１��７３�７４］）。

　これに対し，第２の側面は「外交によって“マレーシア”という国家像の

創出を目指した点にある」とされている。マハティール政権は，マレーシア

という国家の属性を同国がどのような性格をもつ国家グループあるいは地域

グループに属するかによって明らかにしようとした（鈴木［２００５��２６０�２６１］）。言

葉を換えて表現すると，「外から」“マレーシア”造りに腐心し，前政権から

引き継いだ協力枠組みに加えて，新たな協力枠組み構築に積極的に動き出し

た。代表例がルック・イースト政策や東アジア経済グループ（�����������

����������	�
������）構想である。このほかにも「途上国」としてのマレー

シアの立場を強調するために展開された南南外交や「イスラーム世界の一員」
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であることを強調し，外交にイスラーム的要素を取り込んだ取組みなどがあ

げられている。

　５．マレー人国家（ヌグリ）の要素の払拭と近代国家「マレーシア」の確立

　　

　最後の要素として先進国化目標について再度見ておく。筆者は先進国家化

という言葉の中身に，「近代国家」という意味を含めて捉えたいと考えている。

マレーシアという国家の確立という文脈で大きな意味をもつのが，最高元首

（��������	
����������）とそれを支えるスルタンの権限の縮小と制度改革で

あろう。この一連の動きを表現すると，マレー人国家（ヌグリ）の要素の払

拭を試み，近代国家としての内実をもたせて，「マレーシア」の確立を目指し

たといえる。

　マラヤ連邦（現マレーシア）は１９５７年に独立する際に連邦レベルではイギリ

ス型の立憲君主制や議院内閣制度を導入し，一見すると近代国家の装いをま

とった。しかしながら，同時に採用された連邦制度のもとにおかれた州レベ

ルで見ると，旧マレー人国家（これをマレー語で国家を意味する「ヌグリ」［������］

と呼ぶことにする）の重要な構成要素を残したままの独立であったことがわか

る。

　ここでいう「ヌグリの要素」とは，連邦レベルでは，スルタン制を基礎に

した最高元首ならびにそれを補佐する副元首の地位が新設されたことに加え，

さらに州レベルではより顕著である。ペナン州，マラッカ州，１９６５年にマラ

ヤ連邦に加わったサバ州，サラワク州などを除く従来のヌグリは「州」とし

て衣替えした。州には「土地（鉱物資源を含む），水，森林，宗教（イスラーム

法）」に関する立法・行政権限が与えられた。スルタンは立憲君主とされなが

らも，各州においては州権限のうち「イスラームの長�マレー人社会の擁護

者」としての地位を維持し続けることになった。しかも，憲法上は「形式的

権限」しか賦与されていないにもかかわらず，いくつもの州のスルタンが

「独自の判断」で行動してきたことが知られている。さらにこうした州レベル
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での遺制はスルタンの存続・権限の一部保持にとどまらず，州の行政の長で

あるムントリ・ブサール（���������	
�）の州憲法上の規定にも見られる。旧

ヌグリ（換言すればスルタンを戴く州）ではムントリ・ブサールは州議会の過

半数の信任が得られる「マレー人であり，ムスリムが任命される」という民族・

宗教上の規定が今日でも存続している。

　マハティール政権は１９８３�８４年ならびに１９９０�９４年の２度にわたり，国王なら

びにスルタンの権限縮小を目的とした連邦憲法改正を行った。この問題に関

しては，筆者による詳細な論文があることに加え，マハティール政権の成果

の核と考えていることから，終章で扱い，マハティール政権の総括としたい

（鳥居［１９９８�］）。

　以上の筆者の整理に沿ってマハティール政権の主要な政策の特徴をまとめ

ると，マハティールが思い描く「イスラーム先進国・マレーシア」の到達点

の姿が浮かび上がってくる。すなわち，国際社会で通用する「工業力」を有

した国家，そして，その経済活動の重要な担い手（企業家や専門・技術職）と

してマレー人を中心としたブミプトラが位置し，そしてイスラームが経済発

展の阻害要因ではなく現代の経済システムのなかに活用されているような

「マレーシア」という国家の樹立である。この「マレーシア」という国家が国

際社会のなかで存在感を有すること，これを目指したのがマハティール政権

の２２年間だったと考えている。

第４節　マハティール政権の政策運営の枠組み

　

　では，以上の諸目標をどのような枠組みで実行しようとしたのか，開発実

行のメカニズムをここでは概観しておこう。

　確かに，ビジョン２０２０政権期にはマハティール政権は政府の役割を選択的

に縮小し，民間部門が主導する開発をめざした。しかし，彼に先立つ３政権

が構築した「開発プロジェクト」の策定と実行メカニズムは部分的に変更さ

��



れ引き続き用いられた。そこで本節ではマハティール政権が，�開発プロ

ジェクトの策定と実行メカニズム（換言すれば残された政府の役割）と�民間が

主導する経済開発を進める官・民の役割という２つのメカニズムをもってい

たことを示すことにする。

��

　１．首相府への権限集中――マハティール政権期における開発実行システ

ムの構築――

　独立以降の４政権における開発行政機構の変容を見ると，各政権期の特徴

から�アブドゥル・ラーマン政権では，独立国家としての開発行政システム

の導入と機構の構築（中央銀行や開発計画を策定する首相府経済計画局の新設な

ど），�ラザク政権では，���を実行するために政府機能の拡大と市場への介

入，�フセイン政権では，肥大化した政府機能の調整，と特徴づけることが

できる。そして�マハティール政権では政府機能の縮小と民間との新しい関

係構築，と整理することができよう。

　まず重要な点は，４政権に共通した開発行政システムが存在することである。

マレーシアの開発は経済計画局（����������	
��������������）と実行・調整

局（�����������	
������

��	���	
����	������）を両輪とするとする首相府主

導で進められる。両局がそれぞれ開発プロジェクトと開発計画の策定，実行

調整機能を分担する。

　１９９７年のアジア通貨・経済危機に対応するための機関である国家経済行動

協議会（���������	
�����
��
��������
�����	��）の設立を含めたマハティー

ル政権下での首相府を中心とした開発計画の策定と調整機能を整理したもの

が図５である。この図にあらわされたメカニズムは前述した通りは大きく３

つの政権によって段階的に構築されたものである。

　まず，マハティール政権期の原型となるラザク期の構築について簡述して

おきたい。ラザクは開発の「実行」機能を強化するための制度整備を行って

いる。開発プロジェクトを実行するための首相府を中心とした「配分」シス
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テムの確立，と呼びかえてもよいであろう。ラザク首相のもとで開発プロ

ジェクトに関する実行・調整機能が首相府に付与された。実行・調整開発管

理局（�����������	
����

��	���	
�����������������	���
���	，現���）が１９７１

年６月に設立された。同局は，���の目標を達成するために設けられ，開発

プロジェクトの監視と評価を行い，関連する省庁間の調整を行うことを主た

る目的としていた。この制度整備の結果，首相府は策定機能と実行・調整機

能の２つをあわせもつきわめて権限の強い機関となった。

　次に，マハティール政権での制度改革を見ておこう。そのポイントは，経

済計画の策定過程ではなく，���を軸とする「開発プロジェクト」の実行と

調整メカニズムの強化を目的としたものである（鳥居［２００３�］）。

　図５の首相府を頂点とし，左側が計画「策定」の流れであり，右側が計画

「実行」の流れである。ともに，執行機関である���と���を事務局として，

政策決定に関しては官僚レベルと閣僚レベルとの２段階で行われる仕組みで

ある。すなわち，官僚レベルでは，ラザク政権が設置した「国家開発計画委

員会」（���������	
�
���
��������������������������）が開発計画の策定な

らびに実行調整機能をもっていた（���������	［１９９４��２８１�２８６］）。しかし，１９９１

年にマハティール政権は実行・調整過程における機関として����から一部

権限と機能を分離して「国家開発作業委員会」（���������	
�
���
�����������

�����������	
��）を新設した（���������	
［１９９６��２９７�３００］）。

　同じように，開発プロジェクトの実行・調整機能の強化は閣僚レベルの機

構でも行われた。マハティール政権期以前から，閣僚レベルでは首相を頂点

とする計画策定に関する「国家計画協議会」（���������	������
����������	�）

と実施機能に関する「国家行動協議会」（���������	
���������
����	�）がそれぞ

れ設置されていた。後者が１９９１年に「国家開発協議会」（���������	
�
���
���

��������	
��）へと改組された。さらに新たに「閣僚開発委員会」（����������	


����������	
�����		��
���）が新設された。

　以上の改組の結果，１９９１年以降計画策定，実施過程それぞれに，閣僚レベ

ルと官僚レベルの２段階の決定機関が整備されたことになる。これら一連の
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再編成の目的は開発プロジェクトの効率的な実施におかれた。����では，

５カ年計画で優先順位が高い開発プロジェクトの進捗状況の監視と調整が主

たる目的で，公社・公団のもとにおける開発プロジェクトならびにその運営

に関心を払うこととされている。他方，���の役割は個別官庁が独自で実施

している開発プロジェクトの実施状況を監視することを目的としている。

　最後に，アジア通貨・経済危機にともなう政策決定の変化について簡単に

触れておこう。マハティールは１９９８年１月にアジア通貨・経済危機に対応す

るために，首相府内にマハティールを議長とする「国家経済行動評議会」

（���������	
�����
��
��������
�����	��）を設置した（２７）。����は，アジア通

貨・経済危機への緊急対応の機関として導入されたものの，その後，鳥イン

フルエンザ，����など「ミニ危機」が続いたことにより，これらのミニ危機

への迅速かつ効率的な対応を図るため，存続させられ，マハティール政権以

降アブドゥラ政権においても今日（２００６年５月現在）まで存続している（２８）。

　２．官民共同体の制度化（２９）

　前述したとおり，マハティール政権は「新しい要素」（����������	）と呼

ばれる政策手法を次々と導入し，従来の国家主導型から民間主導型へと軌道

修正を進めていった。具体的には１９８３年に相次いで公表された「マレーシア

株式会社政策」（同年２月公表）と「民営化政策」（同年５月公表）の導入であ

る。これらの両政策に共通する点は，彼以前の���の実施時期に肥大化した

国家の役割を「選択し，縮小すること」（ダウン・サイジング）にあった。

���マレーシア株式会社政策は「政府と民間の協力関係の促進」を目的として

いる。マハティールの言葉を借りれば，「マレーシア株式会社構想とは，マ

レーシアという国家をひとつの企業のように見る見方である。その企業では，

政府と民間部門が企業の所有者であり，また労働者である。ひとつの企業に

おいて，すべての所有者と労働者はその企業を成功させるために協力する。

唯一企業の成功を通してのみ，所有者と労働者のよりよい生活は保障され，

��



改善されていくのである」。つまり，マレーシア株式会社政策構想の狙いは，

政府と民間部門との協力体制，さらには政府から民間部門への諸サービスの

提供の強化におかれた。民間から政府部門へのフィードバック機能が期待さ

れたのみである。

　マレーシアにおける官民対話組織はマハティール政権に先立ち，すでにフ

セイン政権のトゥンク・ラザレイ蔵相のもとで１９７６年に導入された年次予算策定

過程で開催される「年次予算対話」（����������	
������	�
）がある（����������

［２００５��１６２�１６３］）。マハティール政権は，この年次予算対話会議に加え，連邦

政府の各省のみならず，州，郡，ムキム（行政村落）までと広範囲に，かつ

多重層にわたり「官民協議体」制度（審議会など）を導入した。たとえば，通

産省は民間の業界団体や商工会議者代表から構成される「政府・民間年次定

期対話会議」を導入した（１９８８年）。

　加えて，１９９７年の経済危機に襲われる前までの時点で，とくに工業部門で

は中央レベルにおける政策調整機関にまで，民間代表が参加する協議組織を

作り上げた（図５，工業部門の欄参照）。ビジョン２０２０を公表したマレーシアビ

ジネス協議会（����������	
��������
����）がその代表例である。この結果，

華人，インド人経済界は��に加盟する各政党（���や���）を経由すること

なく，政策策定過程や調整過程に参加することが制度上保証されることに

なった。

おわりに

　本章の目的は，本書が扱うマハティール政権期の鳥瞰図を提供することと，

本書の主張である「イスラーム先進国家『マレーシア』をめざした２２年」と

いうマハティール政権の諸政策を説明することにあった。

　下院議員選挙結果という限定された資料ではあるが，政治面ではマレーシ

ア政治の安定とマレー人政治の不安定という現象が，経済面では����化と
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サービス産業化，という１９９０年代の政治経済構造変化を確認し，１９９０年代の

マハティール政権が目指したものを５つの要素に分けて説明を行った。また

あわせてマハティール政権下での開発実行メカニズムの枠組みを示すことと

した。次章以下の各章で具体的な分析を行い，終章で再度整理することとし

たい。

〔注〕―――――――――――――――

�　マレーシアの連邦議会は上院（����������	�），下院（���������	�
）の２

院からなる。上院は最高元首（��������	
���������）による任命議員ならび

に州議会選出議員から構成される。下院優位の二院制である。下院ならびに

州議会議員（１院制）は５年を任期とし，２１歳以上の市民権保有者による直接

選挙で選出される。なお，総選挙は慣例的に下院および半島部１１州のみの州議

員選挙が同時に実施されている。

�　無投票当選者が発生した場合，得票数が著しく変化することから，ここでは

得票率から見ていくことにする。

�　１９８６年の総選挙結果では連邦直轄領ラブアン島でも与・野党の得票率が逆転

している。しかし同島には１選挙区しかないので，これは１選挙区の結果と考

えるべきであろう。

�　クアラルンプールの選挙区割りの変更と意味，ならびにそれにともなう選挙

結果については鳥居［２０００］を参照のこと。

�　��とそれを維持したメカニズムに関しては鳥居［２００３�］を参照。本節の記

述も同論文の記述（とくに���４４�４９）に多く負っている。

�　１人当たりの���データはいずれも��������	���
�������������（���）

にもとづく。�

�　天然ゴム，錫，丸太（製材を含む）といった「伝統的一次産品」に加え，

１９７０年代半ば以降パーム油（��������），原油さらに液化天然ガスが「６大一次

産品」としてマレーシアの主要一次産品を構成している。

�　しかも，興味深い事実は民族別の就業を見ると，この「その他サービス産業

部門」において華人の就業比率が大きく上昇していることであろう（鳥居

［２００６］）。

�　これらの点につき工業センサス（１９９３年）で見ると，外資系企業は企業数で

こそマレーシア製造業全体の６％を占めるにすぎないが，総生産額ベースでは

４７％，付加価値額では３９％，雇用者人数でも３９％を占めている（����������

����������	
�	��������［１９９３�５５］）。����統計とこれらの統計を合わせて考

えると，マレーシア製造業の約４割を外資系企業が担っている，といえよう。

��



�　������������	��
������	����
��	［１９９１］。同パンフレットは�５版変形の５２

ページにおよぶ小冊子である。この冊子には���を頂点とする１９９０年代のマ

レーシア連邦政府が掲げる主要政策が網羅されている。その中身を見ると，政

権発足時に掲げられた「清潔で，効率的で信頼のおける政府」目標に始まり，

１９８０年代前半のルック・イースト政策をはじめ，１９９０年代の工業開発政策まで，

マハティール政権が掲げた諸政策が包括的に示されている。

�　『第４次マレーシア計画中間報告』が国会に上程されたのは１９８４年３月であ

る。同報告書作成の日程から考えれば，この中間報告書はマハティール政権が

主導的に作製した，マハティール色がもっとも反映された最初の５カ年計画書

と位置づけられる。

�　こうしたマハティールの政治手法は１９９０年代の経済成長の実績と相まって

「ビジョンをもった政治家」という表現で国内外で高く評価されていくことに

なる。当時のマハティールのこうしたスタイルに対する高い評価を示すもっ

とも象徴的な出来事は，アメリカの����誌がマハティールを表紙に掲げ，

「��������	�

��」と表現したことである。彼がこの表紙を飾ったのはアジア通

貨危機によってマレーシア経済が混乱するわずか１年前の１９９６年１２月のこと

であった。

�　同中間報告のなかでは「公的部門の支出削減のための政策」と表現され，１９８２

年に本格的に着手された。この政策は，最終的には当時の予算制度の見直しを

も視野に入れている。

�　１９９０年代にマレーシア政府の重要な政策に関する策定過程や決定過程につ

いて調査を進めると，首相府，国際貿易産業省や国産車メーカーなど関係者の

インタビューにおいて，最後に次のような決まり文句で締めくくられることが

多かった。「����の判断次第である」。

�　マハティールの生誕から首相前期にかけての生い立ちに関しては，������の

手による伝記がもっとも代表的な研究である。また，セミ・バイオグラフィと

して『日本経済新聞』に連載された「私の履歴書」（１９９５年１１月１日～３０日）

が参考になる。

�　『マレー・ジレンマ』はマレーシア国内では発禁となり，同書の発禁処分解

除はマハティールが首相に就任後２週間を経た１９８１年７月末になって行われ

た（鳥居［１９９８���３�４］）。

�　マレーシア食品加工公社（����������	
��������������������）社長として公

企業の経営に従事した。

�　この点に関して，近年ジャーナリストの������は「フセインは高学歴を有し

ていない者（ガファール・ババを指す�引用者注）を嫌った」とマハティール指

名の背景にある理由を解説している（������［２００５��３］）。いずれにしろ，ここ

で重要な点は３人の副総裁補（ガファール�トゥンク・ラザレイ）のなかでもっ
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とも党内からの支持されていなかった「弱い」マハティールが選出されたこと

であろう。

�　本研究会の中間報告書では，この目標を「マハティール版『開発国家』」と

いう表現を用いた（鳥居［２００５：１０�１３］）。しかし，「マハティール版」という

言葉が意味するところを明確に伝えていないこともあり，さらに研究会での議

論を深め，今回の表現とした。

�　『第４次マレーシア計画中間報告』においても���という言葉そのものは使

われていないものの，「第３の要素」という言葉を用いて���の考えに言及さ

れている。

�　残る３つの柱は，資本所有再編成目標（ブミプトラの所有株式比率を全体の

３０％とする），雇用構造再編成目標（マレーシア全体の民族別労働力人口比率

をあらゆる産業および職種の民族別就業比率に反映させること），さらに地方

に新経済成長センターを育成すること，となっている。

�　１９９０年総選挙後，従来の商工省は国際貿易産業省と国内の流通や消費者問題

を扱う，国内取引・消費者問題省とに分離された。以降，国際貿易産業省と表

記する。

�　アンブレラ方式の下請け産業育成やフランチャイズ方式の企業育成の試み

は最終的に企業家開発省に移管された。

�　アンブレラ方式とは，������社など「大型企業」がいわば親企業として

「アンブレラ�傘」を広げ，その傘の下で親企業から事業機会や取引機会を傘下

の中小規模の企業に分配する方式である。この際に傘の下には，中小企業とし

てマレー系企業が主に想定されていることはいうまでもない。アンブレラ方

式はマレー系企業育成の有力な方法として，１９８０年に開催された����主宰の

ブミプトラ経済会議ワーキングペーパーのなかに見ることができる（����［１９８０］）。

�　本項の記述は鳥居［２００３�］に負うところが多い。

�　首相府発行の「ルック・イースト政策」紹介のパンフレット（刊行年など不

明）より。

�　産業界，労働界などから２４名で構成され，事務局長にはダイム・ザイヌディ

ン（����������		��）が就任し，���が事務局となった。

�　元����メンバーおよび経済計画局メンバーからの筆者ヒアリングにもとづ

く。

�　本項の記述は鳥居［２００３�］を基礎にして修正を加えたものである。

��
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